
警察庁丙総発第18号両人発第192号
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庁 内 各 局 部 課 長

各 附 属 機 関 の 長

各 地 方機 関 の 長

「留置管理業務推進要領jの一部改正について（通達）

留置管理業務については、「『留置管理業務推進要領jの一部改正について（通
達j｣(令和4年4月27日付け警察庁丙総発第35号､丙人発第"号｡以下｢旧通達」
という.)の定めると::ころにより推進してきたとごろ､:垣の度､特別要注意者及び
問題被留置者への対応を強化するとともに、戒具の使用手順を明砿化するなどに
より ､被留置者の適正な処遇の徹底を図るため、「留置管理業務推進要領｣の一部
を改正したので､ 事務処理上遺漏のないようにされたい。
舟罎去掻謹睡悶係局（生活安全局､刑事局､交通局､警備局及びｻｲﾊｰ警なお､本通達は関係局（生活安全局、

察局）と協議済みである。

また、旧通達については、廃止する。

餓謝呆繊間

有効期間

5年伶和11年3月31日ま罰

一種伶和n年3月甑日ま旬



別添

留置管理業務推進要領

第1 留置施設の設計

1 留置施設の位置及び構造

留置施設の位置環ぴ構適説次のとおりとする｡

（1）道路､ 空き地等から離れた位置で､ かつ､建物の2階以上に置く。建物全
体が留置施設となっている場合は､ 被留置者の居室等､処遇や護送準備のた

め通常使用する部分を2階以上に瞳くぁ敷地が狭溢であるなどの事情により 、

道路､空き地等に接して設置せざるを得ない場合は､ 外部からの侵入､ 被留
…_ r " :i、 、 ‘

置者の外部との通謀や逃走を防止するための特段の措置を執る。

(2)■通風､採光､湿気等に配意し､衛生上の諾条枠を満たすものとする。
（3）留置施設の内部が外部から見えず､被留愚者の出入りが=般の者の目に触

れないもの:とする。

2 留置施設に設けるべき施設

留置施設に設けるべき施設は､別に定める基準による。

第2 留置施設の管理運営

1 留置業務管理者による指揮監督等

（1） 適切熊留置管理体制の構築

ア 登用､任用等

（ｱ）留置主任官（被留置者の留置に関する規則《平成19年国家公安委員会

規則識1号6以下「留置規則」という｡）第4条に規定する留置主任官

をいう｡以下同じ｡ ）には、勤務意欲が旺盛で、かつ､優秀な人材を充

てる。また､常時多数の被留置者を留置する警察署には､留置管理業務
を専任する警部を配置する。

（ｲ〉留置担当官には、留置担当官としての適性を有する専務任用候補巻

昇任者のほか､既に専務部門に盛用されている留置管理部門未経蟻者等
．.： ．、： ′､‘ ‐ ． ： i,f

を任用するものとし､ 任用期間が終了した後は､当該職員の能力、適性
” ：

等を考慮した上で､現に当該職員が所属する所属内での登用のほか、他

所属に異動させた上での登用等．当該職員の希望に十分配慮した人事配

置を行う｡

（ｳ）留置担当官の任用期間は、2年を目安とする。ただし、各当務におい
_ l :

て看守経験の浅い者だけで勤務するような状態が生じないように配慮す

るとともに、勤務員の年齢構成にも偏り溌ないよ :うに配慮する。
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(工〉（ｲ)及び(ｳ)に関わらず､ 留置管理業務に関する特別の適性､能力を有

する者については､本人の希望も考慮の:上、留腫管理業務を専門とする

職員として､ 技能指導官、実務指導員（留置業務指導員）等の立場で2
‘ … ．． 、 .i

年を超えて留置管理部門において勤務させることができる。

(ｵ） ’
◆qザP

》

|
lq

職員の休暇等により留置管理部門に所属する警察官だけでは適正な人数

を確保できない場合に備え、留置業務管理者は、あらかじめ別に定める
… ，－．： ： …

教養を実施し､留置管理業務を補勤できる警察官を育成しておく。また、

留置業務管理者は､精勤者を従事させてもなお女性被留置者を処遇する
1 卜“‘ ．

際に女性職員の補助が必要になった場合に備え､ 留置管理業務を補助で

きる女性の一般職員の育成を行う｡

イ 教義及び訓練の実施

（ｱ）留置管理業務を適切に推進ずろため、関係法令Iこ関する教養､不適正

事案の防止､ 捜査と留置の分離 弁護人選任請求手続等に関する教養及

び戒具使用訓繍非常計画に基づく避難訓練、逃走防止訓練等の各種訓

練を行う。

なお、教養及び訓練の実施状況については、教養実施簿騨により管理

する。

（ｲ）留置担当官の任用に当たっては､ 原則として任用前に別に定める教養
一 ： ： 、

を受講させる。やむを得ず当該教養を受識することなく任用された者に

対しては、任用後できる限り早期に受講させる。

(ｳ〉過去に留置担当官と:して任用された経験を有する者であって、他部門

での勤務を経た後再度留置担当官に任用されるものについては､響察
本部の脅置管理業務を所管する所属(以下 [本部留置瞥理業務担当諜」

． ：．

という｡>ｵの長が実施する職場教養（以下「本部講習」という6）を受講

させることとし､本部講習が実施されるまでの間は､留置主任官等によ

る実地指導を実施する。

(ｪ）技能指導官制度や実務指導員（留置業務指導員)'制度を設けるなどし

て、留震管理業務に関し、卓越した知餓と技能を有する指導者を組織的

に育成すると‘ともに、これらの指導者に留置担当官や補勤者に対する指

導及び教養を行わせる ・

ウ 緊急時の措置

(ｱ）大規模災害が発生した場合の避難場所、平日夜間又は休日に被災した

場合の護送体制の確立要領等を定める非常計画を策定する。
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１

（ｲ〉災害時における避難は、留置業務管理者がその責任において判断する
ものであり､ 検察官の指揮を必要とするものではないが、検察官等との

連携を図る必要があるこ:とから､平素から､災害時の対応要領にっ耐て
検察庁等と情報交換を行う:･

． ： ．

（ｳ〉被留置者の処遇を確保するため､平素から､備蓄用食糧のほか､≦災害
用ﾄｲ:し等の装備資機材を整備する。

ェ 業務の合理化

（ｱ）清撮洗濯､ 食事の配膳､ 被留置者の物品管理等に係る留置担当官の
業務負担を軽減するため、留置業務支援員絵計年度任用職員又は臨時

､ ： 、

職員とする｡）の配置､外部への業務委託等を推進する。

（ｲ）自弁物品等(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成

17年法律第50号b以下｢刑事収容施設法」と'いう ･ )第46条第1項第5
号に規定する自弁物品等をいう。以下同じ｡）の購入に係る留置担当官

の業務負担を軽減するため､ 情報処理端末の活用等による注文処理の合
理化、被留置者から領置した現金（以下「領躍金」というd)の一括管

理や売掛金制度の導入による精算手続の合理化響を推進する｡
オ 集中留置施識の拡充
（ｱ）各留置施設の収容率や警察署の体制、予算等を考慮し､ 捜査部門とも
十分に協礒を行った上で、集中留置施設（本部が管轄する留置施設又は

L.-

複数の警察署の被留置者を一括して留置する施設をいう｡）の拡充を一
層推進する。

（ｲ）女性被留置者については､ 女性専用留置施設（女性被留置者のみを留

侭し､女性警察官が常時看守業務に従事する留置施設をいう｡以下同じ｡）
の設置を推進する｡&女性専用留置施設が十分整備されるまでの間は､女

． --.：.．．．.

性集中留置施設(指定した範囲の警察署の女性被留置者を集中して留置

し、留置管理業務に専従する女性警察官が2人以上配置されている留置

施設をいう。以下同じ｡）の指定を行う｡

力 移送の促進

（ｱ）起訴後の被留置者については､捜査部門と連携の土､ 捜査が終了した

時点で、地方検察庁に対し､ 直接又は捜査部門を通じて、速やかに、刑
事施設への移送を要請する｡ 当該要請にもかかわらず相当期間を経過し

ても移送されない場合は、具俸的な理由を聴取し､記録する。

〈ｲ）移送促進のため､平素から地方検察庁､刑事施設等との連携を推進す
る。

(2)留置業務管理者等による的確鞍実態把握と具体的措置
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ア 留置業務管理者関係

（7）留置業務管理者ば､積極的かつ不定期に巡視を行うこと;により､欲に

掲げるよ"”留置施設内の実態の把握及び点検に努め､≦必要な措置を執
る｡ ト

特に､第3の2(')『”)若しくは2<2)ウ(ｱ>に基づき報告した被留霞
者又は蕊3の2(1)力<ｱ)若しくは2倒力(了)に基づき指定した被留置者

&が留置されてい:る場合陣､:1日‘1回以上､}不定期に巡視を行う．

ただ吟留置難瞥理者が自ら巡鏡をすることが困難篭ある場合は、
留侭業務管理者が指定する幹部が巡視を行い､当該被留置者”静につ
いて留置業務管理者に報告する｡

a留憧施設内や護送経路上の危険箇所や危険物の有無 } ；

‐、 被留置者の問題行動常健康状態 一

・留置担当官の勤務環蕊その他の勤務状況
（ｲ）留置業務管理者は､主な簿冊の決裁報告鐸の機会を通じてf留置施

設の収容淡況､被留罎者の動向等の把握に努め､ 必要な指示をする。

（ｳ) 留置業務管理者は､留置担当官の士気の高揚を図り､ 緊張感を持続さ

せるため､ 1次の措置を執るさ；

a 年間無事故､ 逃走文は自殺の未然防止､留糧業務又は護送業務の改
善等に功労があった所属又は職員に対して:､積極的な賞揚葱行うほか、

警察本部”留置管理業務担当部長等に対し､表彰の上申をするか

b 自身の着任や職員の異動をはじめとずる各種の機会に留置担当官の

意見及び要望を積極的腱聴取し、その結泉を踏まえて､施設の修繕や
任用期間終了後の専務部門への登用等の必要な措置を執る．I

… ． ； 『 ． ‐

イ 留置主任官関係

〈” 留置主任宮ば､;留置規則第X2条第1項の規定による引継ぎに､ 可能な
‘, …“：、 X′ ′ ．.: W ．、 一

限り立ち会う§ 立ち会うことができない場合には鼬 引き継がれた一切の

事項を事後に確認い確実に把握する｡Ⅲ
■ 1,q聖や

I

(ｳ〉 ’
門宇

~ロケ~令
4'､判』､1,》や』『了』､一F割

4

｜
’

■■'

(功〆(ｲ)及び(ｳ)における巡視でほ、留置担当官の勤務実態をはじめとする
...『.‐､~.‐.. ，､

留置施設内の状況を的確に把握する。また､平素から､検察庁及び裁判

所の同行室の実査並びに護送先の巡視も行い､ 護送先に係る状況も把握
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ウ警察本部による賞揚
一． … 卜． "r"

警視庁及び道府県饗察の本部留置管理業務担当課は、ア(#)aに掲げる
；． 、

功労があうた所属又は職員に対して､積極的に賞揚を行う。
’ :…

2 留置担当官による留置施設の管理
卜

(1)留置施設からの逃走等の防止
1．

’

確実に行う｡ ’ ’

ロ■

イ 居室及び保護室の篭入口は､使用時を除き開放しない。
、 い ’ ‘￥ 、－ _当_皇

ウ 留置担当官は、’ ’

’ ’
鐸 己 も和

| ~" I
‐‘ ： ~二：￥‘“ ‘ 鷺蕊‘ ' : ‐ ;' ･ ‘出 ､“‘“一一…ゞ･”、 ．、 i":…J‐ “:…－‘．…・…‘/ゞ‘ ， : ‐” 半.； ‘: ゞ.: 〆か”

被留置者の動静の監視、留麗施設の異常の有無の確認等を行う。

エ 被留置者を留置場内（居室保護室及び居室間寝具収納室(一又は二以

上の居室と施錠設備のある扉で隔てられ､留置担当官が解錠することによ
；り被留置巻が居室から直接出入りすることのできる寝具収納室をいう｡）

を除く｡以下オにおいて同じ回))で取り扱う場合は､" L－
’

’
閏

｜
'
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(ｲ）被留置者の出入場時には鬼|… ■■■身体検査を行う。
. , _ . 1．． . . " ，

身体検査時に隊､被留置者の動静監視を徹底吟危険物その他の物品の
, , 1, ., , ,~,;,．,., ! ,‘ , i1-4- --1..!!i, 111,, -- 1,,‘‘, ---,,,_L--;｡, ,-, ,-,

Ⅱ■■

’

■－~~－｜
． ． ． ．． 、,‐二・.;.．．．．

（ｳ〉被留腫者を､ 留麗場外には出さないものの居室から出し、又は居室に

戻す時においては、必要に応じて身体検査を行う。

イ 被留置者による危険物その他の物品の持込み防止対策

(ｱ）被留置者宛ての差入れ鰯"押収品の還付､信審の受理等においては綿密
な物品検査を行'う ・ 被留置者を立ち会わせて物品を確認する場合は、被

留置者による物品の隠匿を防ぐため、十分に離れた位置に置いて行う。

（ｲ）眼鏡､書籍、日用品等を被留置者に貸与した場合ほ、随時及び返却を

受けた際に､破損や書込み等の有無を点検する。

（ｳ）被留置者が現に使用していない衣類その他の物品は、居室内に放置す

ることなく 、速やかに回収する｡

ウ 留置主任官によるその他の対策
；

け）留置主任官の立会いの下､いI ロ■留麓施設の＝

■一斉点検に加えて随時斉点検を行う｡

の点検も行う｡

留置主任官は､一斉点検及び随時点検の結果につい:て、留置業務管理

者に報告し、留置業務管理者は、点検に不備な点等を確認した場合は、

再点検を指示するなど､ 適切な措置を講じる6

ただし、刑事収容施設法第236条第2項に規定する書面(草案段階の

ものを含む｡）その他これに類する書面については、その内容を点検し

てはな:らない。

（ｲ）留置場に入場する者は､ 保安上の観点から取扱いに注意を要する個人

使用の情報通信機器（タブレット端末、スマートブォン（携帯電話を含

む.)､ ウェアラプル端末等)、煙草､ライター等を持ち込んではならな

い。留置主任官は､入場しようとする者（被留置者を除く｡）に対し、

入場前に情報通信機器、煙草､ライター等の携帯の有無を確認し、携帯

している場合には、留置事務室等で預かる措置を執る。

(3) 居室等の鍵の保管

ア 留置主任官は､ 鍵について、所在の明確化、随時の把握｡確認､ 紛失等
瞥

防止措置等を実施する。

イ ’ ’
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また、自弁物品等の購入状況等を勘案して必要と思われる額以上の現金

につw,ては､会計課に保管を委託するなど､他の現金とは別にし､より厳
重に管理する。m

： 、 ｜ I

ウ被留置者の保管私物は､留置場内の施錠可能鞍殺備に個人別に保管する。
(5)処方薬等の管理 ト

ア被留置者に薬が処方されたときは､医師に対して､投薬管理の必要性(多

量に摂取した場合又は摂取し加､場合に､生命又は身体侭危険が及ぶ可龍
性溌ある力溶かなど)を礎認する‘

イ 医師により投薬管理が必要ど:された処方薬抵施錠可能な殻備に保管し､

その鍵は留置主任官が管理する｡当該処方薬賎留置担当官が被留置者に
使用の都度交付して､服用､ 塗布等の状況を確認するとともに、1日1回
を目安に残数を確認し､被留置著名簿等に記録する。

ウ医師に醜り投薬管理漆必要ときれた処方薬を被留愚者が服用しない擬合
一 ≠・≠ ::′ ， ’｝

は､:積極的に医師の意見を開き､ 生命又は身体に危険が及ぶ可能性につい

て判断する｡

エ医師により投薬管理が不要とされた処方薬は当該被留綴者の私物保管庫
に保管させ､ 必要Iこ応:じて使用させる。この際、留置担当官ば、被留置着

に対し､ 適正な使用を指導するとともに､ 釈放等（釈放、移送死亡等の

－7－．

I



理由により、被留置者の当該留置施設における留勵雛続されなくなる場
合をい‘う｡ :) の際に残っている処方薬(以下「残留処方薬jという｡):につ
いては､ゞ返還を求めることを説明する（自弁によ'る購入の場合を除く:。以

下ｵにおいて同じ｡:)。ただし、留置業務管理者が留置施設内の秩序維持等
の観点から必要があると認めるときは§投薬管理が必要とされた処方薬に
準じて取り扱うこととして差し支えない

=､-f=:-､ ｡

オ 残留処方薬及び汚損等をした処方薬は、速やかに廃棄等の処分をするこ

ととし、他の被留置者等への交付､留置施設に常備する薬品等（以下「常
備薬」という｡）としての利用等は行わない。残留処方薬を処分する際は
留置主任官が立会いの上確認し、その経緯を明らかにしておく。

力 常備薬は､ 施錠可能な設備に保管し､ 定期的に点検する。
(6)報道に接する機会の付与等 I

被留置者に対しては､原則として毎日､ 一定の時間(昼食時及び夕食時と
‘ I卜 ､ ”

するのが望ましし､｡）を決めて､録青したラジオのニュース番組を聴取させ

る。ただし、被留置者に係る犯罪事件に関する事項を報道した部分及び留置

施設の規律又は秩序を害するおそれのある部分については、あらかじめ削除
する。

なお、ラジオの電波が入りにく いなどの狩段の理由がある場合は、ラジオ
のニュース番組を聴取させないこともできるが、その場合は、日刊新聞紙を

備え付けるなど、報道に接する他の機会を確実に付与しなければならない．

また、ラジオのニュース番組の聴取に先立つで文は引き続いて誉楽を聴取
させることとしても差し支えない#

(7)勾留期限等の適切な把握

ア 被留腫者一覧表を作成するなどして、各被留躍者の勾留期限接見禁止
1 …

の有無公判期日等を碓実に把握する｡〃
なお､ 当該一覧表等は適切に管理し、警察施設外に持ち出さない。

イ 被留侭者に係る勾留延長状が発付された場合は、呈示漏れがないよう、

留霞担当官が当該勾留延長状を被留霞著に呈示したことを別の留置担当官
が確認する。

⑧ 業務で使用する情報通信機器

ア 留置管理業務で使用する情報通信機器については､ 留置業務管理者が認
めるものを除き、通信機能を有しないものとする.

イ 留置場内に情報処理端末（非接触型センサ用を除く｡〉又は警察電話を

設置する場合は、休憩室等看守者席以外の場所を指定し、かつ､警察部外

との通信機能のないもの(局線への発信が規制された警察電話等)1とする。

【
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（9） その他

ア 留置施設内や護送中においては､当該被留置春の氏名が他の被留置者等

に知られないよう､ 被留置者を留置番号等で呼称する.
イ留置場の分隔が不十分であり､洗面等の際に､ 男性被留置巻女性被留

置者及び少年被留置者が互いに目に触れるおそれがある場合は､ 衝立、カ
ーテン等で遮へいする。

3 本部留麓管理業務担当課の長による留置業務管理者への指示等

本部留置瞥理業務担当謀の長は､留置業務管理者との連携を確保しつつ､各
’ ． ： ， ， ‐ ． ． ．．，、

留置施設の状況を確認し､ 留隠施設の適正な管理運営及び被留置者の適切な処

遇に関する必要な指示等を行う｡

4 留置管理業務と捜査の区別

（1）捜査と留置の分離の徹底

ア 日課時限で定められている食事や就寝等の時刻になっても引き続き取調

べが行われている場合には､留置主任官は､捜査主任官(犯罪捜査規範(昭

和32年国家公安委員会規則第2号)第20条に規定する捜査主任官をいう｡）

に対して取調べの打切りを検討するよう要請する:とともに、その旨を関係

簿冊に記録する。

イ やむを得ない事由により、食事､ 運動、入浴;、就寝及び健康診断を所定

の時間帯に実施できない場合には、確実に補完措置を執る:とともに、その

事由及び補完措置の実施状況を関係簿冊に記録する。また、被留置者が食
一 一 . /r

事、運動､ 入浴及び健康診断を辞退した場合においても、その旨及びその

理由を関係簿冊に記録する｡
& ，

ウ留置施設内における被留置者の言動(逃走､自殺及び健康状態に係るも

のを除く6）については、捜査部門に連絡しない。

(2)捜査と留麓の連携
、 M

(1)ウに関わらず､ 被留置者の適正な処遇及び逃走、自殺等の未然防止の
： ．

ために必要な限りにおいては､ 捜査部門と留置管理部門は被留置者の言動に
卜

ついて相互に連絡するなど、緊密な連携を図る・

1
1

1

第:3 被留置者の処遇

1 被留置者の属性に応じた処遇

（1） 女性被留置者への対応

ア 留置業務管理者は､留置を必要とする女性被疑者を認知した場合、本部

留置管理業務担当課の長にその旨を報告する。

イ 本部留置管理業務担当課の長は、女性被留置者の適正な処遇に関する情

ヤ
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報を集約し、女性被留置者を留置する施設を調整の上、指定するほか、留

慨業務管理者に対して必要な指示等を行う。

ウ女性被留置者は､女性専用留置施設又は女性警察官が常時勤務(休憩等
で1人以上の留置担当官が不在になる時間帯においても留置場内に留置担

当官が常に勤務していることをいう。）する女性集中留置施設に留置する。
… ： ．．…、 ；『 '1 ‐ ‐

エウによることができない場合は､女性被留置者を複数留置(被留麗者を
一の施設に2人以上留置することをいう｡以下同じb)するとと:もに、留

、． 、． “ i、 ‘ 〆‐ 、

置担当官を複数勤務(休憩等で1人以上の留置担当官が不在になる時間常
‘ － …Y-1' " ｰ

においても留置湯内で複数の留匿担当官が勤務していることをいう。以下
: ．‘

同じ｡）とする＠

複数勤務を実施するため､留置業務管理者は､留置担当官の増強を行い、
I "

本部留置嘗理業務担当課の長は､;人的支援を行う。

オ ウ及びエによることができない特別な事情力§ある場合、本部留麗管理業

務担当課の長は､下記の類型に応じ《 警視庁総務翻長､道府県警察本部長

若しくは方面本部長又は本部留置管理業務担当部長の承認を得る。

’

’

｜

留置開始後の事情の変化により、それらの類型に該当するこ ととなった

場合にも:、同様とする。

(ｱ）男性警察官が単独勤務噛数勤務以外の場合をいう。以下同じ6 ）で
." .i

あって､女性被留置者が単独留置(複数留置以外の場合をいう回以下同

じ｡）となる場合

警視庁総務部長道府県警察本部長又は方面本部長
轆 ： ： ．， “

(ｲ）男性警察官が単独勤務であつ:て、女性被留置者が複数留置となる場合

警視庁総務部長､ 道府県警察本部長又は方面本部長

(ｳ）男性警察官が複数勤務であって§女性被留置者が単独留置となる場合
：

本部留置管理業務担当部長又は方面本部長

’

１
１
１
■

力

キ 女性被留置者に対する戒具(国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収

容者等の処遇に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第42畳)第23条及

び別表に規定する捕縄標準手錠､ベルト手鍵拘束衣及び防声具をいう。

以下同じ｡≦）の使用は､緊急の場合や体格等に鑑みやむを得ない場合等を

除き、女性警察官が行う｡ :この際、男性蕃察官が補助をすることは差し支
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えない｡

(2)：性同一性障害者等を留置する場合の対応

ア性同一性障害者(性同一性障害者の織りの取扱いの特例に関する法律(平

成15年法律第､号)第2条に規定する性同一性障害者をい う｡以下同じ6)
である被留置者が､ 既に戸籍上の性別を変更している場合にはく変更後の

‘: ．､"‐

性別に従って処遇する｡また､戸籍上の性別の変更に至ってい撫下:ものの､”
． ､ ､． ､1' ’ ’二...． '.．,．．． ビ、.~

同法第3条の規定に基づき､ 性別の取扱いの変更の審判を受けた被留置者

については､他の性別に変わったものとしで取り扱う3
． ＝： ： " *"h… 、

イ 性同一性隙害者であることを自認する被留震者であってヘアに該当しな
’いものについては､本人の希望､外見上の性別、その他の事情を踏まえて

判断する．

(3)外国人被留置者への対応

：ア 外国人被留置者の中には従軍した経歴を有する者がい"るご!とからぁ逃走
I ‘ ‘‘‘． ’ ’

事案及び受傷事故を防止するため､’慎重に対応する｡

イ

’ ｜:
‘'.,i，'･''''‘'J-r，:､-$鼻一．~':-~'~-<'---'･4，J‘_,.~~,‘ ，1F_,_ - -- ,

ウ 宗教上の理由から食べられ鞍い物の入つ雄食事を出さない．断食のため

の日課時限の特例を認めるなど､宗熱食習慣等の違いに配慮する。

(4)飲食物を摂取しない被留置者への対応

ア 飲食物を摂取し態い場合に鐙いて､ 被留置者の生命に危険が及ぶおそれ

があるときは､速やか:に､留置業務管理著が委嘱する医師による診療を行
い､その他必要な医療上の措置を執るものとされているところ（刑事収容

． ．『 j 、

施設法第201条第1項第2;号)､ 飲食物を摂取しない者については､ 体重､ノ
i ′ ．

体認 水分の摂取状況等を十分に観察するとともに､その状況を関係簿冊
．_ W i〃 、 ，

に記録する‘；

イ：被留置者の健康状態について積極的に医師の意見を聴き《被留置者の生
命に危険が及ぷおそれの有無について判断する．

(5)医療を必要とする被留置者への対応

ア被留置者が体調不良を申し出た場合叉稔被留置着に疾病砦しくは負傷の
〆 的 " "㈱

疑いがあ‘る場合は、留置担当官は直ちに留置主任官に報告し喝 留置主任官
‘．‘ ‘ ‘ ｜ ‘‘‘‘

は状況に応じて､留彊業務管理者が委嘱する医師窯による診療保健所へ

の通報その他必要な医療上の措置を執るとともに、その状況を関係簿冊に

記録する｡

イ この場合において､; 被留置者の生命:に危険が及ぶおそれがあるときそ:の

他緊急に診療を受けさせる必要があるときば､ 留置担当宮ば直ちに留置主

1

2
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任官に報告し、留置主任官は直ちに救急搬送を要請する.；

ウ 被留腫者が精神障害者又はその疑いのある者であると認められる場合

は、馨察官の通報（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号。以下｢精神保健福祉法」:という｡）第23条）を行うこと又は

検察官の通報（同法第24条）に必要な調整を検察庁と行うこ:とについて．, "、

自傷他書のおそれを踏まえて速やかに検討するほか、これらの通報が行わ

れた場合は､ 指定医の診療(同法第27条第1項及び第29条の2第1項）及

び措置入院;<同法第29条第1項及び第29条の2第1項）が適切に行われる

よう､保健所等の関係機関等と緊密に連携するとともに、その状況を関係

簿冊に記録する。

2 特異な動静を有する被留置者の処遇

(1)特別要注意者への対応

ア 特別要注意者の定蕊

特別要注意者どは､犯罪の態儀経睡言動等から自殺又は逃走のおそ
：．” ：

れがあるど認められる被留置者をい'う｡

イ 特別要注意者に対する措置

l

l

l
ｌ
Ⅷ
■
■

１
・
‐

け
|・

’

(ｲ）特別要渥意者に指定した被留置者の状況や言動に応じて、 次の措置を

執る。

’｜
'a

H■■ ｜

も刑事収容施設法に基づき､戒具を使用し､又ば保護室に収容する｡
ウ 特別要注意者への指定

(ｱ）留置業務管理者は、本部留置管理業務担当課の長に、特別要注意者に
4 ：

明らかに該当する者のほか､ その兆候がある者及びその時点において兆

候は見られないものの犯罪の態様等から動静の変化を注視すべき者にっ
： 、

いて、その状況及び措置の方針を報告する。

(ｲ）本部留置管理業務担当課の長は、必要に応じ、留置業務管理者に追加
：

的な報告を求めるなどしで､特別要注意者への指定の咳当性の有無 措

置の内容処遇上留意すべき事項等を留置業務管理者に指示する。
‘“ “" ‐ ・口

（ｳ）留置業務管理者は、本部留置管理業務担当課の長の指示に基づき、特

別要注意者への指定の有無及び具体的措置を決定する。
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ェ 特別要注意者への指定後の対応

（了)：留置業鱗替麗者 卜
a 特別要注意者の動静や措霞の状況については､巡視､簿冊の決裁そ

の他の方法により随時磯認するとどもに､点検密行う｡､

b;特別要注意者の喜動等については､ 留置担当官にきめ細かく報告さ

‘ せ、同内容を本部留置管理業務担当課の長に随時報告するb
r‘

（ｲ） 留置主任官

a留置担当官に対して､≦【曾置業務管理者が決定した措糧を指示し､碓

実な実施を確保する｡
：

b 留置業溌管理者に対して縦留置者の動静や措置の状況等について、
′ W

適時適切に報告する通：

c『当直賓任者に対して､特別要注意者への指這措置等の構報につい

て、確実な引継ぎを実施する｡ ‘
:

（ｳ）留置担当資

a 特別要注意者に対する措置を確実に実施する。
，.． ｛

も 特別要注意者の言動を過不足なく記録し､:留置業務管理者に報告す

る｡

c 他の留置担当官に対して､#静細かつ確実な引継ぎを実施する。

(:J本部留置管理業務担当課の長 』
本部留置管理業務担当課の長は､留置業務管理者と連携し､総別要注

､ .、.．､:‐･*、.:.：... ．．~.．｡".｡､

意春の状況を継続的かつ積極的に砿謡するほか､留屡業務管理者からの

特別要注意者の言動等に関する報告を受けた都度､適切に指示を行う｡
. . . . . . ．、． ’1． ．．．：､

オ 特別要注意者の指定の解除等

(ｱ) 留置業務管理者は、 指定の解隙措置内容(戒具の使用簿に係るもの
． . .“．！. ‘･ ‘. ｡ .... ￥

を含む｡以下ｵにおいて同じ6)の追加及び変更をしようとする場合ほ、
､ |"r

事前に､: 本部留置管理業務担当課の長に報告する｡

(ｲ)本部留置管理業務担当謀の長は､必要に応じ､留置業務管理者に追加
的な報告を求めるなどして､指定の解除､措置内容の卸ﾛ及び変更等:を
指示する．』 』

(ｳ）留置業務管理者は､:本脅臘渥管理業務担当課の長の指示に基づき､:特

別要注意者への指定の解除讃置内容の追加及び変更等を決定ずる｡
力 :糊腰注瀞者に係る緊急の場合の措置‐

‐
ｊ
，

軸
ア

カ
く

留置業務管理者は､

■■■■戒具の使用及び保護室への収容等直ちに必要な措置を執る緊急

性がある場合は:､ ,織り要注意者への指定及び措置を実施後､速やかに､|
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その旨を本部留置管理業務担当課の長に報告する。

（ｲ）本部留置管理業務担当課の長は､ 留腫業務管理者が執った措置の内容

を確認し､措置の内容が不適切である場合等はく適切な措置を指示する．
問題被留置者への対応

ア問題被留置者の定義
" ;: r_ g ,"

問題被留置者とは､"留置施設の規律上容認できない要求や苦情を繰り返
” ” 4，、 … 、、

し申し立て、それが受け入れられないことを理由に、留置担当官の指示に

反して留置施設の秩序や平穏を乱す行為等を行う被留置者をいう。

イ 問題被留隠者に対する措置
．；ゞ“” 蝋,、 X “－‐ I : ．』 －

（ｱ) ｜ -－

(2)

’

「~
“－．;" 曽 … …:『 ､\′：論 …．′ … ･ 熟‘L･･{‘{ ‘,今そ． …r－ '‐‐‐,ゞ ….‐…”":….… “

｜：
~.. ．． ':.．.、"‐‘.．､.-？i･;:.：:．'．.､ 、

(ｲ）問題被留置者に指定した被留置者の状況や言動に応じて、次の措置に

より、厳正に対処する｡

a 反則行為を行つだ場合は､ 禁止措置の実施を検討する｡

b 刑事収容施設法に基づき､ 戒具を使用し、又は保護室に収容する。

C刑罰法令違反がある場合は､事件化に向けな証拠保全を確実に行い、
状況によっては現行犯逮捕する｡

ウ 問題被留置者の指定

(ｱ）留置業務簿理者は､本部留置管理業務担当課の長に、問題被留置者に

明らかに該当する者のほか､ その兆候がある者(留置担当官に反抗的な

態度を示す者を含む｡）及び犯罪の態様､経歴等から問題被留置者に該

当するおそれがある者について、その状況及び措置の方針を報告する。
．‘： ‘≠ ： （ 、 ，．、

(ｲ）本部留置管理業務担当課の長は､:必要に応じ、留置業務瞥理者に追加
、 ‐ ； ： ．

的な報告を求めるなどして、 問題被留置者への指定の該当性の有無､措

置の内容､処遇上留意すべき事項等を留置業務管理者に指示する。
… 」 、 ：‘、

(ｳ）留置業務管理者は､ 本部留置管理業務担当課の長の指示に基づき、問
′ トー ”.“ 、 K ；

題被留置者への指定の有無及び具体的措濯を決定する。

エ 問題被留置者への指定後の対応

（ｱ）留置業務管理者：

a問題被留置者の動静や措置の状況については､巡視､簿冊の決裁そ
の他の方法により随時確認ずるとともに、点検を行う ・

‘： 、 ，

b 問題被留置者の言動等については、留置担当官にきめ細かく報告さ

せ、同内容を本部留演管理業務担当課の長に随時報告する｡
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1

（ｲ） 留置主任官

a 留置担当官に対して､ 組織的な対応の徹底を指示するなどして確実

な実施を確保する。

b 留麓業務管理者に対して鰹被留置者の動静や措髭の状況等について、

適時適切に報告する｡

c 当直責任者に対して、問題被留置者への指定､措愚等の情報につい

て、確実な引継ぎを実施する｡ ！

（ｳ）留置担当官
i

a 問題被留置者に対する組識的な対応を確実に実施する。

b 問題被留置者の言動を過不足なく記録し、留置業務管理者に報告す

る。

c 他の留腫担当官に対して､ 詳細かつ砿実な引継ぎを実施し､処遇を

統一するb

（ｴ）本部留置管理業務担当課の長 ；

本部留置管理業務担当課の長は、噌置業務管理者と連携し､問題被留
1 当

置者の状況を継続的かつ積極的に礎認するほか､ 留置業務管理者からの
､ ！ 、 、；、 、

問題被留置者の言動等に関する報告を受けた都度､適切に指示を行う。

オ 問題被留置者の指定の解除等 ｛

（ｱ）留置業務管理者は､指定の解瞬措置内容(戒具の使用筆に係るもの

を含む。以下オにおいて同じ｡）〃追加・変更をしようとする場合は、

事前に、本部留置管理業務担当課の長に報告する。

（ｲ）本部留置管理業務担当課の長は､;必要に応じ、留置業務管理者に追加

的な報告を求めるなどして、指定の解除、措置内容の追加及び変更等を

指示する｡

（ｳ）留置業務管理者は､ 本部留濯管理業務担当課の長の指示に基づき、問

題被留置者への指定の解除､措置飼容の追加及び変更等を決定する。

力問題被留置者に係る緊急の場合の譜置
（ｱ）留置業務管理者ば､刑罰法令違反がある場合の現行犯逮捕､戒具の使

用及び保護室への収容等直ちに必要な措置を執る緊急性がある場合は、
‐.． ．． 1 ．

問題被留置者への指定及び措置を実施後、速やかに、その旨を本部留置

管理業務担当課の長に報告する。！
‘ ‘ ､ ": : ノ" ､ .…ゞ-- ,.‘,‘" ．_

（ｲ）本部留置管理業務担当課の長は＃留置業務管理者が執った措置の内容
を確認し､措置の内容が不適切である場合等は､適切な措置を指示する。

(3)反則行為に対する禁止措置
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1

被留置者が反則行為を行った場合は、留置施設の規律及び秩序を維持する

ため、禁止措置の実施を検討する｡！

なお､当該反則行為の発生場所は留置施設内に限られない‘ ’ ’ ＠』

戒具の使用及び保護室への収容等

ア 戒具の整備

（ｱ）戒具及びピデオカメラ等の記録用機材を各留置施波に必要数整備す

る。これらは定期的に点検し､破損､汚損その他の不具合がある場合に

は､速やかに修繕交換等の措置を執る｡
：

なお､標準手錠は■■ 画ととし、ベルト
、 :\､ ざ ､:"､､ "iWi;t;: " ↓.: ： ､ " 、 r ＃ 、 ,

手錠についでも■■■■ ｜‘とする｡ また､保護室が設置されている

留置施設には防声具を備え付けない｡？
（ｲ）戒具は､必要な時に迅遠に使用することができるよう、留置場内の施

錠可能な設備に保管する｡;また:､:当該設備に戒具の使用要領等を記載し

たマニュアルを備え付ける｡

イ 嘱託医に対する説明

（ｱ）嘱託医に対しては､嘱能前文は嘱託当初に､戒具の実物を示した上で、

使用方法や使用の要件等について説明する。また､保護室についても構

造や使用の要件等を説明し､ 理解を得ておく。

（ｲ）拘束衣及び防声具の使用､保護室への収容等に伴う医師の意見聴取が、

平日夜間及び休日:においても確実に実施できるよう、嘱託医どの連絡体

制を礁立しておく:。

ウ 戒具の使用

（ｱ） 使用の手順

刑事腕容施設法に基づき戒具の使用(被留置者を護送する場合におけ

る捕縄又ほ零錠の使用を除く6以下〈ｱ)において同じ｡）をする場合は、

次の手順による。

a 留置担当官は､ 被留置者に対して警告する。

b 被留置者がこの馨告に応じないなど、戒具を使用する必要があると

認められる場合は､留置担当官は被留置者の淡況及び使用する必要が
ある旨を留置業務管理者に報告する。

。 留置業務管理者は､当該報告内容を検討し、戒具を使用する必要が

あると認める場合は、その旨を本部留置管理業務担当課の長に報告す

る｡

d 本部留置管理業務担当課の長は、使用の適否､使用上の留意事項等

を留震業務管理者に指示する。

(座）
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eミ被留置者に捕縄又職手錠を使用する場合1頭留置業務管理者燐'd
￥ 、 －‐!… :､.‐ _ 品":ゞ”::≠､ ”:〆-￥ …:.:￥ ;_… :､ :‐‘ ､j、ゞ〆.‘．” “ 了〆 一 ， …

に基づき､‘使用の開始ロ ■を留置主任官に指示
， _ _’'-.ざ’_、_’’ ’_’ __ -,.-,.-,,.’§’’､’’_:’ . :’_’ ：. _

する。
、:. 、

f被留置者に拘束衣又は防声具を使用する場合は溜置業務管理着感
dに基づき､使用の開鮪■~~ ~.……… … ．…、…"〆を留置主任官に命

．‘; 1－ ､ ;、 ､ I､ :;:- ､ｰ| #-7. : #!:': -!: ． ・

令する〈刑事収容施設法第2蝿条第2項及び同条第3項)健

g 留濯担当官は､留置主任宮の立会いの下で､＃使用を開始する｡この
場合において､ 留置主任宮は実態を確実に把握し､ 指揮を徹薩する。
h 拘束衣又は防声具の使用について､:留置業務管理者賎速やかにそ

の被留置者の健康状態について嘱託する医師の意見を聴くよう蜜慨主
.- ,f.' ~ ' ｰ I 、．′’… ， _ ;.:…、 ..: ､:j

任官に指示する(刑事収容施設法第213条第7項)。

i 曾躍業務管騨はく戒具の使用をしようとする被留置者が特別要注
r~ |~'r.Li T‘ 一 、.i. R 針 γ γ・ ‘ ･ ， ・一

意者又は問鐺綾留置者に指定されていない場合は、第3の2(1)又は

■②に基づき､■職1要注溌砦じくば問題被留置者文はその双方に指
．．． ． ！ ．.． ‐

定する.;

(ｲ>：緊急の場合における使用の手順

緊急に戒具の使用〈被留置者を護送する場合における捕縄又は手錠の

使用を除く!･｡'.以下(ｲ)において同じ｡）をする場合は､》次の手順による｡！

劇1留置担当官ほ､ 被留麓者に対して瀞告する｡ =
b被留置巻がこの警告に応じない:など､戒具を使用する必要があると

認あられる場合はく 留置担当官ほ､原則として､留置主任菅の立会い
’ ， ‘ 〉,,『､,"‘",．‘､‘|‘．．,’’ ,’.’‐ _ _

の下で､‘使用を開始するとともに､1－“、 “ ””“ ”“Ⅷ… 〆 ｜

？■■“場合において､留置主任官臨実態を確実に把鐘し､籟揮を
徹底するほか､連毒がに､そ"旨を留置業務管理者に報告する駒東
衣蕊び防声具について零刑事収容施設法熱r繰第4項)。

，． ：． ． ， ：J1・ 〆・ W ~ -W ::‘ ＃" ”！、 、 ．．

c 拘束衣又は砿声具の使溺についで､留置業務管理者は､ :速やかにそ

の被留置者の健康状態について嘱能する医師の意見を聴くよう留置生

在官に指示する捌事幟蝿法蕊"3条第7項〃}
d留置業務管理者は､}戒具の使用をしようとする被留置者が特別要注

． …… fYW- - 、ゞ 、 と

意者又は問題被留置者に指定されていない場合は､: 第3の2(1)又は

12〉に基づき;・獅町要注意着若し<職問題被留置者又ほその双方に指
定し､ 速やかに､実施した措置等を本部留縫管理業務担当課の長に報

告する｡: J ~W

e 本部曹置管理業務担当課の長は､使用の要件該当性等を確認し､留
置業務管理者に対して使用等(使用の要件該当性の判断､ 方窪:監視
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体制､ 特別要注意者等への指定等）が不適切である場合等は、修正を

指示する｡

(ｳ）使用の中止の手順：

戒具の使用の必要がなくなり、直ちにその使用を中止する場合は、次

の手順による｡
『 ‘・

a 留置担当官は､被留騒者の状況及び使用を中止する必要がある旨を

留霞業務管理者に報告する｡：

b 留置業務管理者は$当該報告内容を検討し､使用の必要がなくなつ
．－ . . ． . 、 ざ ‐

たと認める場合は､その旨を本部留置管理業務担当課の長に報告する。

c 本部留置管理業務担当課の長は､:使用の中止の適否等を留置業務管

理者に指示する。

d 捕縄又は手錠の使用を中止する場合は、留置業務管理者は、cに基

づき､ 直ちに使用の中止を留置主任官に指示する｡

e 拘束衣又は防声具の使用を中止する場合ほ､留置業務管理者は、c

に基づき、直ちに使用の中止を留置主任官に命令する。

f 留置担当官は､留置主任官の立会いの下で､使用を中止し、被留置

者の負傷の有無等を礎認する。蔓の場合において、留置主任官は実態

を確実に把握し､ 指揮を徹底する｡

g 留置担当官は、中止後の被留置者の状況（負傷の有無等を含む｡）

を留置業務穆理者に報告する。

h 留置業務管理者ば､ 当該報告の内容に基づき､ 刑事収容施設法第

201条の規定に基づく診療及び精神保健福祉法に基づく通報の必要性

に関ずる検肘を行う｡

また､‘留霞業務管理者は、中止後の披留置者の状況及び被留置者に

対して診療等特別な措置の必要があると認める場合は､その方針を本
部留置管理業務担当課の長に報告する。

i本部留置管理業務担当課の長は、措置の内容､処遇上留意すべき事

項等を留置業務管理者に指示する｡
'….~≠ " …‘；' 〃‐…：

(ｴ）緊急の場合における使用の中止の手順

用便､診療面会等のため、緊急に戒具の使用を中止する場合は、次

の手順による｡

a留置担当官は､ 原則として､留置主任官の立会いの下で､ 使用を中
‘ ． ！￥ ： ・ 、 ． “ 〆

止し､:被留置者の負傷の有無等を確認する。

このとき、留置主任官は実態を確実に把握し､指揮を徹底する｡
‐ ､ ‐， ：

b 留置主任官は、速やかに､使用の中止及び中止後の被留置者の状況

1

1
1

1
1

I
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（負傷の有無等を含む6〉を留置業務簿理者に報告する｡：

｡ 留憾業務管理者は、当該報皆の内容に基づき:､刑事収容施設法第

201条の規定に基づく診療及び精神保鍵福祉法に基づく通報の必要性

に関する検討を行う。

また､:留置業務管理者燐中止後の被留置者の状況及び被留置者に
i‘‘‘… ，

対して診療等蜘な措鋤必要があると認める場合は､その方針を本
部留置管理業務担当課の長に報告ずる｡: 卜 :
d本部留置管理業務担当課の長は､;措置の内容､処遇上留意すべき事

一 " ~ ‐ ;.､＊､j. 一： ".:z ： ’

項等を留震業務管理者に指示する｡
…‐：

(ｵ)｝使用期間

捕縄及び手錠I丸迅速かつ簡易に使用することが可能で､!かつ､効果

的である ものの､ 興奮状態にある被留置者に対して長時間にわたり使用〈
~.. . .. . . ；‘‐. . ･

すること賎身体を傷付けるおそれがあることか“ら､ おおむね3時間を

基準と;して､長時間にわたり使用ずろとどの戦いようにする｡ ＝
’： 『 ， ‐ ‐

また､拘束衣及び防声具の使用期間は､ 3時間と::され、拘束衣につい
? ‘‘’

て通じで12時間を超えない範囲内で、3時間ごとにそめ期間を更新する

こと熊できることとされている:(刑事収容施設法第2調条第5項)。

(力)拘束衣の繩期間の更新の手頒
拘束衣の使用期間を更新する場合ぼ、次の手順による。

a 留置担当官は､ 被留濯者の状況及び使用を更新する必要がある旨を

留置業務管理者に報告する。

b 留置業務管理者は､当該報告内容を検討峰使用を更新する必要が

あ夢と認める場合は､その旨を本部留置管理業務担当謀の長:に報告す

る。 '

C:本部留置管理業務担当課の長は､更新の適否､更新上の留意事項等
…： … ‘ “ ~

を留置業務管理者に指示するも

d留置業務管理者は、Cに塗づき､&その期間の更新を留置主任官に命

令する｡

e"_留置業務管鰐は､,速やかに〈その錘留置者の健康溌態について､
‐“卜≠…。、 ．” ‐ ‐ ” ．、

嘱託する医師の意見を聴くよう有留置主任宮に命令する(刑事収容施
、 j…：” ～…一 、

設法第213条第7項)・

(ｷ） 食事に係る対応
、 ：。

a戒具の使用が日課時限の食事時間を挟んでいる場合は、使用の中止

後、補完措置として直ちに食事を提供する｡

b 拘束衣を3時間以上使用する場合におい寵､使用期間中に日課時限
8

＊
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の食事時間を挟んでいるときは、更新時に必:ず被留置者に標取の意思

を確認するとともに､ 被留置者本人の摂取拒否の意思が明らかである

場合を除き九: 食事を介助して提供する｡

（ｸ）用便に係る対応

被留置者から用便の申出がある場合は､被留置者の状態に応じ､使用
1，．…「 … ・；ｰ ‐ ・ …

の中止を検討する:など､↓適切な対応を執る｡

エ 保護室への収容

（ｱ）収容の手順

刑事収容施設法に基づき､保護室に収容する場合はく次の手順による。

a 留置担当官は弧 被留置者に対して警告するb
‐ ”．,…Y 、

b 被留置者がこの警告に応じないなど、保護室に収容する必要がある

と認められる場合は､留置担当官は被留置者の状況及び収容する必要

がある旨を留置業務管理者に報告する。

c留置業務管理者は、当該報告内容を検謝し､収容する必要があると

認める場合は､その旨を本部留置管理業務担当課の長に報告する。

d 本部留置管理業務担当課の長は､収容の適否、収容上の留意事項等

を留置業務管理者に指示する。

e 留置業務管理者は、dに基づき､ 留置主任官に、収容の開始を命令
．.， ＃:． ．...:．．_．，“．.:‐．↑.,.:‐､-－．1 ．． ．． ． ． ．． ．：．

するとともに､:| _ I(刑事収容

施設法第214条第1項)，。

f 留置担当官は､ 留置主任官の立会いの下で､ 収容を開始するも この

とき、留置主任官は実態を確実に把握し、指揮を徹底する。

g 留置業務管理者は､速やかに､ その被留置者の健康状態について、
： ‘

嘱託する医師の意見を聴くよう、留置主任官に命令する（刑事収容施
‘ “ ‘ 、．；

設法第214条第2項において準用する第79条第5項)、
：

h 留置業務管理者は、保護室ﾙこ奴容しようとする被留置者が特別要注

意者又は問題被留置者に指定されていない場合は､ 第3の2(1)又は

(2)に基づき､ 特別要注意者若しくは問題被留置者又はその双方に指
、 X

定する。

(ｲ）緊急の場合における収容の手順

緊急に保護室に収容する場合は、次の手順による｡
、 、：

a 留置担当官は､被留置者に対して警告する。

b 被留置者がこの警告に応じないなど、保護室に収容する必要がある

と認められる場合は、留置担当官は、原則として、留置主任官の立会

いの下で、収容を開始するとともに、’
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’一■■■■■この場合Iこおいて､留置主任官は、実態を確実に把握

LT,指揮を徹底するぽか､速やがに(その盲を留置葉務管理者に報告
" ;_ W .… 、

する捌事収容施設法第2鯉条第2項において準用すら第79条第2項)．
C.:留置業務簿理者は､速やかにその被留渥者の健康状態について、

‐.；‐ ．.．

嘱託する医師の意見を聴くようも,留置主任官に命令する（刑事収容施
!，

‘‘ ‘ ．：~、‘ ‘ ‐ ‘ ．、、‘ ‘‐‘‘. ’“‘：’i ‘’． ､ ‐’‐

・ 設法雛避条第2項において罐用する第7燦第5項>・
、’ ". ‐" ~ … ‘、‐ ､ ：

d留置業務管理者は､保護室に収容しようとする被留置者が糊ﾘ要注

煮著交ぼ閻題被雲霞に雑ざれて’職≦､場合は､鳶3”（1）又ほ
〈2>に基づき.『特別要注意者著し<は問題被留置講文はその双方に指

定し､速やかに､:実施した措置等を本部留遥管理業務担当課の長に報

告する｡

e 本部留置管理業務担当課の長ば､ 収容め要件該当性等を確認し、留

置業務管理者随対して収蓉等(収容の要件該当性の判断､方法､監視

体制特別要注意者等への指定等を含む｡）が不適切である場合等ほ､

修正を指示する."

(ｳ）収容の中止の手順

保護室への収容の必要がな:くなり､直ちにその収容を中止する場合は、

次の手順による｡ル

a留置担当官は､被留霞着の状況及び収容を中止する必要があ:る旨を
． ：.､．、

留置業務管理者に報告する。

b留置業務管理者砿当該報告内容を検討し、収容の必要がなぐなっ

たと認める場合は､その旨を本部留置管理業務担当課の長に報告する。
、 ‐ 、 ”↓ ； ： ：

c 本部留置管理業務担当課の長は､ 収容の中止の適否等を留置業務管

ノ理者に指示する。
． . .．..； _

d 留置業務瞥理者は､ cに基づき､ 直ちに収容の中止を留置主任官に
卜 ’ ！

命令する6% [} ： Y \"W,v' ,
e留置担当官は､留置主任宮の立会いの下で､収容を中止し､;被留置
者の負傷の有無嬢を確認する｡:この場合において､留置主任官は実態

を碓実に把握し､指揮を徹底する ・ ｝
f 留置主任官は､"中上後の被留渥者の状況(負傷の有無等を含むb)

を留置業務管理者に報告する'。

g 留置業務管理者は、当該報告の内容に基づき､刑事収容施設法第

20i条の窺定に墓つぐ診療及び精神保健福祉法に基つく通報の必要性
に関する検酎を行う6 ’

また留侭業務管理者は灸中止後の被留置者の状況及び被留置者に
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対して診療等特別な措置の必要がある:と認める場合は、その方針を本

部留置管理業務担当課の長に報告する。

h本部留置管理業担当課の長は､措置の内容処遇上留意すべき事項
等を曽置業務管理者に指示する。

(ｴ）緊急の場合におはる収容の中止の手順

診療､面会等のため、緊急に保護室への収容を中止する場合は《次の

手順による｡

a 留置担当官は、原則として、留置主任官の立会いの下で、収容を中

止し､ 被留渥者の負傷の有無等を確認する｡『

こ,のとき､≦留置主任官は実態を確実に把握し､ 指揮を徹底する。

b留置主任官は､ 速やかに､ 収容の中止及び中止後の被留置者の状況

（負傷の有無等を含む｡）を留置業務管理者に報告する｡
P : ． '

c留霞業務管理者は､当該報告の内容に基づき懲刑事収容施設法第
， ． ・ ‐ 』 ・

20,条の規定に基づく診療及び精神保健福祉法に基づく通報の必要性

に関する検討を行う。

また、留置業務管理者は､ 中止後の被留置者の状況及び被留置者に

対して診療等特別な措置の必要があると認める場合は､ その方針を本

部留置管理業務担当課の長に報告する．＃

d 本部留置管理業務担当課の長は、措置の内容、処遇上留意すべき事

項等を留置業務管理者に指示する･

(ｵ）収容期間

保護室への収容期間は、72時間以内とされ､48時間ごとにその期間を

更新することができること:とされている（刑事収容施設法第2'4条第2

項において準用する第79条第3項)。

(力）収容期間の更新の手順

保護室への収容期間を更新する場合は、次の手順による。

a 留置担当官は､ 被留置者の状況及び収容を更新する必要がある旨を
… ； 、 ‘

留腫業務管理者に報告する6

b留置業務管理者は、当該報告内容を検討し､収容を更新する必要が

あるど認める場合は、その旨を本部留置管理業務担当課の長に報告す

るc

c 本部留置管理業務担当課の長は、更新の適否､更新上の留意事項等

を留置業務管理者に指示するb
』..： . ‘ . .

d留置業務管理者は、cに基づき、その期間の更新を留置主任官に命

令する－．｡
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e 留置業務管理者は、:速やかに、 その被留置者の健康状態について、

嘱託する医師の意見を聴くよう、留置主任宮に命令する細事収容施

設法第214条第2項において準用する第79条第5項)｡

（ｷ）食事に係る対応

保護室への収容中は､ 被留置者の摂取の意思にかかわらず、食事を提

供する｡

3 不服申立てへの対応

被留置者から、審査の申請､事実の申告、苦情の申出等があった場合には、

適切に対応し､申請等を受けた状況について関係簿冊に記録する．
4適切な護送業務の推進
(1) 護送員の指定等

ｌ
■
■

ア

8

’

l …､;" ＝ :ゞ"心 rr ,:､…--"- ＝ … " =…-￥｡ _
I

イ 診療護送の場合ば､ 診療先となる病院等にあらかじめ病状等を説明し、

速やかに診療を受けられるよ;う時間帯を調整するとともに、’

ウ 被留置者の護送は､指定された護送員が行う｡ 護送員は原則として警察

官とし、その指定は､次の順位で行う｡ 当該被留置者に係る犯罪の捜査に

従事する者を護送員に指定してはならない。

第1順位 護送専務員

第2順位 専務の留置担当官

第3順位 捜査部門以外の部門に属する者

第4順位 当該被留置者に係る犯罪の捜査部門以外の部門に属する者

第5順位 当該被留置者Iこ係る犯罪の捜査に従事する者以外の者

エ ’ ｜また､ 護送員

のうち1名を護送責任者とする｡

オ 女性被留置者の護送は､ 原則として女性警察官が行う。護送員に指定可

能な女性蕃察官がいない場合及び護送員に指定可能な女性警察官が1名で
、： ‐

ある場合であって当該女性警察官が運転を担当するときは、男性警察官を

護送員に指定した上で＄女性の一般職員を護送補助者と して同行させる。

ただし､(4)イ後段により護送員1:名を捜査員1名に代える場合であって、

－－23 一



当該捜査員が女性警察官であるときは、その他の護送員が男性であっても

差し支えない。

(2)開始時の手続等ル

ア 護送員及び護送補助者は､出発前に留置主任官に申告を行う。申告を受

けた留置主任官は､ 護送員のうち運転を担当する者の健康状態、運転免許
ゞ … ： i

証の有効性等を確認する:とともに、当該被留置者の逃走防止、捜査と留置
" , 'h. ､ , ." ‘

の分離等について必要な指示を行う。
1 ，

イ 留置主任官は､ 護送の出発に立ち会い、手錠及び腰縄の施用状況等につ

いて点検する。

(3)：護送中の留意事項等
” ，' ： ："

ア 護送中は､護送経路の遮へい､手錠カバーの使用等により､ 手錠及び腰

縄が使用されている状況を不特定多数の者に見られることがないよう努め

る。

イ当該被留置者の食蕊用便蝉は原則として警察施設において行わせる｡

やむを得ず響察施設において食事をとらせることができない場合は、護送

車両の車中等でとらせることができるが、一般の飲食店等に立ち寄っては

ならない。

また、引き当たり捜査に伴う護送の場合は、捜査員が当該被留置者の処

遇や戒具の装着に関与してはならず;護送員は引き当たり捜査に携わって

はならないが‘､ 相互に連携して動静監視を徹底するな:どによ り、事故防止

に努める。

’ウ

｜
’

~ 狸,■ 函0 －

’ ’

エ ’

’

' ’オ｜
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’ ｜
，~‘ ’~ ’’|~~’'『 ~’~ ’ ､~‘~､:’ ’ ’~ ~ ：~~~~~ ~~~

車両で護送する場合の留意事項等

ア 一般護送（送致､検事調ぺ､:公判出廷等に伴う護送の:ほか､診療護送も
‐ ．.： Ⅷ ，

含む｡）に伴う車両の運転は護送員が行う。引き当たり捜査に伴う護送の

場合は､護送員に代えて捜査員が車両の運転を行うことができる．

|

(4)

’イ ’

’
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｜
Iまた、

引き当たり捜査に伴う護送であって、当該被留置者を警察施設で車両に乗

せてから帰着するまで降車させない場合は､当該被留置者の処遇を伴わず､

かつ、短時間で終了するときに限り､ 護送員1名を捜査員1名に代えるこ

とができる。

ウ’ ’

留置施設への帰着時の手続等

ア留置主任官は､当該被留置者の留置施設への帰着に立ち会い､馨戒状況、

手錠及び腰縄の施用状況簿を点検する｡：

イ 護送責任者は、当該被留置者を留置場に入場させた後で留置主任官に申

(5)

告し、護送中の異常の有無等について報告する。
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